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名 物  無尽集(毛利家文庫16叢書40〈89の26〉)(左)・毛吹草(小田家文書〈柳井市金屋〉)和漢102(右) 

防長両国の名物を聞かれたら？ 

《寛文7年の巡見使への対応》 

寛文7年(1667)、幕府は全国の施政

や人々の暮らしぶりを査察するために、全

国へ巡見使を派遣しました。 

各藩にとって、巡見使の受け入れは非

常に気を遣うもので、「無尽集」(毛利家

文庫16叢書40〈89の26・27〉)には、こ

の時の萩藩の対応の様子が詳しく記され

ています。 

巡見使は、およそ2週間をかけて藩内を

視察しますが、その間に巡見使から出され

る質問に対し、あらかじめ回答を用意して

おくことも大切な準備の一つでした。 

質問事項は、「国中仕置御尋之事

(藩内政治に関する質問について)」から始

まり、石高、日照りや水害による被害の様

子、郡数・村数・人口・牛馬数など多岐に

わたっています。 

《防長両国の名物を聞かれたら？》 

上の写真(左)は、国の名物についての

質問に対する模範回答です。 

一、国之名物御尋之事 

   此段、赤間関之硯、船木之櫛、此 

   二色ならてハ、名物と申ならハしたる  

   もの無御座事 

訳：このことについては、赤間関の硯と船  

   木の櫛。この二品以外のものを名物 

   と呼ぶ慣わしはございません。 

防長両国の名物として、赤間関の硯と

船木の櫛(以下、「赤間硯」・「船木櫛」と

表記)があげられており、江戸時代初期に

おける萩藩の名物が窺えて、興味深いで

す。 

赤間硯は、今なお、山口県を代表する

伝統工芸品として生産が続けられており、

その技術保持者の堀尾信夫氏(下関市)

は山口県の無形文化財の指定を受けて

います。 

船木櫛は、セルロイド製の櫛に押される

などして、昭和中期に生産を中止します

が、藩政期から明治期にかけては、櫛職

人や櫛問屋の数も多く、隆盛を極めました

(船木は現宇部市)。 

01 

① 

赤間硯の引き札 

(塩田家文書1173) 

赤間硯の引き札(広告)で

す。硯司は赤間関の玉淵斎

鎌田友堅、硯石の仕入れ業

者は厚狭の村田屋利祐で

す。 

黒一色の引き札で、この引

き札から、硯ばかりでなく、文

鎮ほか、様々な文房具を扱っ

ていたことが分かります。 
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 《『毛吹草』(けふきぐさ)》 

『毛吹草』は、正保元年(1644)に刊行された俳諧の

手ほどき書です(前頁写真〈右〉)。著者は松江重頼(江

戸時代初期の俳人)です。 

巻4に諸国の名物が列挙されており、長門国の名物と

して「紫硯」（赤間硯）と船木の「櫛」が見えます。船木

櫛については「太閤サツマ入之時、天下一ニ号ス」との伝

承が書かれています。 

《贈答品として》 

 上の写真は、元禄10年

(1697）、当役国司与三

兵衛から、当職佐世主殿に

あてた書状です。   

 「永田馬場御前様」(2代

萩藩主綱広の次女品姫)の

用命により、赤間硯10面、

櫛50具、茶碗50個が萩か

ら江戸へ送られ、それらが無

事、到着したことを告げてい

ます。櫛は船木櫛、茶碗は

萩焼と考えられ、数量からして、贈答品として使われたの

でしょう。永田馬場御前様は村上藩主内藤弌信に嫁い

で12年が経ってもなお、実家である萩藩の名物を贈答品

として使っていたのかもしれません(「御用状控(国司与三

兵衛書状控)」毛利家文庫49状控類2〈56の36〉)。 

《近代の資料から》 

このように、江戸時代初期には名物として認識されてい

た赤間硯と船木櫛ですが、近代に入っても、引き続き名物

として重要視されています。 

大正3年(1914)、東京大正博覧会が上野公園で開

催されました。山口県からは63種1,695点の特産物が出

品され、その展示記録として『東京大正博覧会山口県写

真帖』(1910年代内務2)が作成されました。 

下の写真は、その一部で、赤間硯と船木櫛が、同じコー

ナーに並べて展示されている様子を紹介しています。 

また、下の写真は、大正13年に鉄道省が発行した『鉄

道旅行案内』(山根家文書〈山口市〉52)です。鉄道営業

案内を初め、沿線の観光地や旅行ルートなど、鉄道で旅行

をする人の参考となる情報が掲載されています。吉田初三

郎の手による鳥瞰図が見る人の目を楽しませてくれます。 

山陽本線の解説箇所では、「船木名物」、「木櫛」とイラ

ストで紹介されています。 
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参考文献：吉積久年「赤間硯の史料」(山口県文書館研究紀要40) 
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